
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

発行：東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場     

〒177-0032 東京都練馬区谷原六丁目 10 番 11 号 

TEL：03-3995-5311㈹ FAX：03-3995-5317 

 

こんにちは 

練馬清掃工場だより第４４号 発行日：令和５年 10 月 20 日 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                

 

 

 

 

盛り上がる！夏休みのイベント 

29日（土）、練馬区主催

の「夏休み！環境まなびフェス

タ」に出展しました。当日の来場

者は約 1,400名でした。 

清掃工場のブースでは清掃工

場のしくみ等のパネルを展示

し、約 500名が訪れました。   
      フェスタを楽しむ子どもたち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休み!環境まなびフェスタに出展 

26日（土）、夏休み親子見学会を開催しました。89名の方々にご来場いただき、工場見学の 

ほか、煙突輪投げコーナー、スケルトン車の展示・実演が行われました。 

  

       

焼却炉内の激しい炎を体験できたかな          中央制御室って「すごいね」  

 

 

 

 

中学生の職場体験学習を受入れ 

４日（月）、５日（火）の２日

間、練馬区立八坂中学校２年生の生徒

２名が職場体験学習で当工場を訪れま

した。作業服に着替え、清掃工場の仕

事内容の説明を受けた後、操業に関わ

る作業を体験学習しました。 
  化学分析の体験 

 サンドブラストの作業体験 

7月  

８月  

9 月  

印 刷 物 登 録 

 

令和５年度第 63号 

 

ブースの準備完了 

 

 

くみちゃん 

ぺりかん君 



第３６回練馬清掃工場運営協議会を開催しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排ガス調査結果 

項 目 

基 準 値 炉 調 査 年 月 日 

単 位 
法律 協定書 

１号 令和４年 11月 28日 令和５年２月 16日 令和５年３月 15日 

２号 令和４年 10月 18日 令和４年 12月 21日 令和５年２月 17日 

ばいじん 0.04 0.01 
１号 <0.001 <0.001 <0.001 

g/m3Ｎ 
２号 <0.001 <0.001 <0.001 

硫黄酸化物 91 10 
１号 <1 <1 <1 

ppm 
２号 <1 <1 <1 

窒素酸化物 85 50 
１号 34 35 34 

ppm 
２号 34 34 34 

塩化水素 430 10 
１号 <2 <2 <2 

ppm 
２号 <2 <2 <2 

水 銀 50 ― 
１号 0.41 0.31 0.13 

μg/m3Ｎ 
２号 0.23 0.22 0.20 

ダイオキシン類調査結果 

項  目 基 準 値 調 査 値 調 査 年 月 日 単 位 

排ガス 
１号炉 

0.1 

0.00000042 令和４年 11月 28日 

ng-TEQ/m3Ｎ 0.000000033 令和５年２月 16日 

２号炉 0.000000027 令和４年 12月 21日 

 

  

 

 

 

 

運営協議会の様子 

５月 19日（金）10時から運営協議会を開催しました。

議題の中で工場の操業状況や環境調査結果について報告

しました。 

排ガス調査結果とダイオキシン類調査結果は、以下のと

おりです。いずれの数値も基準値を下回っています。 

今後とも、公害防止及び環境保全に努め、環境負荷の低

減に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬清掃工場に関するご意見・ご質問・ご要望などをお寄せください。 

練馬清掃工場 管理係 電話 03-3995-5311㈹ FAX 03-3995-5317 

「区民の声」についてのご案内                     

東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ                 

 https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/  ※トップページの右下にあります。 

定期点検補修工事（オーバーホール）を行います 

10月６日（金）から 12月 15日（金）までの約２か月間、２基の焼却炉を順次停止し、設備の

メンテナンスを行います。 

※この期間は個人見学会、団体・社会科見学は実施しませんので、ご注意ください。 

今後のトピック 

https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/

